
年齢別被保険者数（H25.3月末） 単位：人

単位：円
１人あたり医療費の推移（一般分）
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
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国
民
健
康
保
険
料
の
内
訳
は
、医
療

費
を
賄
う
た
め
の「
医
療
保
険
分
」と

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」、「
介
護
保
険

分
」で
す
。

　

国
保
医
療
費
の
増
加
は
も
と
よ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
や
介
護
保
険
制

度
の
保
険
給
付
が
増
え
る
こ
と
で
も
、

保
険
料
に
影
響
が
出
ま
す
。

　

市
で
は
、適
正
受
診
や
保
健
事
業
を

推
進
す
る
こ
と
で
医
療
費
の
抑
制
を
図

る
と
と
も
に
、保
険
料
を
し
っ
か
り
確

保
す
る
こ
と
で
、財
政
の
健
全
化
を
す

す
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
の
保
険
料
率
は
、前
年

所
得
の
状
況
や
今
後
の
医
療
費
の
見
込

み
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
な
ら
び
に

介
護
保
険
へ
の
支
出
見
込
額
を
も
と
に

算
定
し
た
結
果
、平
成
24
年
度
の
料
率

の
ま
ま
据
え
置
き
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、均
等
割
額
と
平
等
割
額
を
軽
減（
７

割・５
割・
２
割
軽
減
）し
ま
す
。
軽
減
は
、前
年
の
所
得
を
も
と
に
判
定
し
ま

す
。
所
得
の
な
い
人
も「
所
得
ゼ
ロ
」の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
平
等
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

　
被
保
険
者
が
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し
、単
身

世
帯
と
な
っ
た
場
合
は
、医
療
分
と
支
援
分
の
平
等
割
額
に
つ
い
て
、移
行
後

５
年
間
は
１
／
２
に
、そ
の
後
の
３
年
間
は
１
／
４
に
軽
減
し
ま
す
。

●
非
自
発
的
失
業
者
は
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
リ
ス
ト
ラ
な
ど
会
社
都
合
で
離
職
さ
れ
、国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
の
う
ち
、「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」に
記
載
さ
れ
た
離
職
理
由
が「
11
、

12
、21
、22
、23
、31
、32
、33
、34
」の
い
ず
れ
か
で
、離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の

人
は
、届
出
に
よ
り
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
10
回
で
す

　
国
民
健
康
保
険
料
は
、年
度
単
位（
４
月
～
翌
年
３
月
）で
計
算
し
、１
年
間

の
保
険
料
を
６
月
～
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回
に
分
け
て
納
付
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ま
た
、一
部
の
人
は
、公
的
年
金
か
ら
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納

付
方
法
に
つ
い
て
は
６
月
中
旬
に
発
送
す
る
納
付
通
知
書
に
記
載
し
ま
す
。

●
納
付
書
は
世
帯
主
あ
て
に

　
国
民
健
康
保
険
料
は
世
帯
ご
と
に
計
算
し
、納
付
義
務
者
は
世
帯
主
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、保
険
料
の
計
算
対
象
と
な
る
の
は
国
保
加
入
者
の
み
で
す
。

●
一
部
負
担
金
の
徴
収
猶
予
お
よ
び
免
除
に
つ
い
て

　
災
害
や
失
業
な
ど
特
別
な
理
由
に
よ
り
、一
時
的
に
生
活
が
困
難
と
な
っ
た

世
帯（
審
査
が
あ
り
ま
す
）は
、申
請
に
よ
り
、医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
一

部
負
担
金
の
支
払
い
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、収
入
が
生
活
保

護
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
入
院（
保
険
外
は
除
く
）に
よ
る
一
部
負
担
金
が
免
除

に
な
り
ま
す
。

長
浜
市
国
保
の
現
状

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、他
の
健
康
保
険
に
比
べ
、被
保
険
者
の
年
齢
構
成
が
高
く
、医
療
費

が
高
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　
長
浜
市
国
保
に
お
い
て
は
、こ
こ
数
年
、医
療
費
の
伸
び
は
低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、後
期
高

齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援
金
と
介
護
保
険
制
度
へ
の
納
付
金
が
大
き
く
伸
び
て
お
り
、厳
し
い
財

政
運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。

保
険
料
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
納
期
を
過
ぎ
る
と
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、納
付
通
知
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、未
納
が
続
く
と
、有
効
期
限
が
短
い（
６
か
月
）被
保
険
者
証
を
交

付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
未
納
が
あ
る
と
限
度
額
適
用
認
定
証
※
の
交
付
や
人
間
ド
ッ

ク
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
期
限
内
納
付
に
協
力
く
だ
さ
い
。

※�「
限
度
額
適
用
認
定
証
」と
は
、入
院
時
、医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
分
が
高
額
療
養
費
の
限

度
額
ま
で
に
な
る
証
明
書
の
こ
と
で
す
。

行
政
information

国
民
健
康
保
険
料
の
料
率
を
据
え
置
き
ま
す
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活
課

■保険料率の決め方�
　その年の医療費などの総額を推計し、そ
こから皆さんが病院などで支払う一部負
担金（A）と国や県からの補助金（B）などを
差し引いた分が保険料（C）の必要額にな
ります。必要な保険料を加入者に公平な
負担割合で、所得割・均等割・平等割に振り
分けて料率を決定します。

■１世帯あたりの保険料額�
　国保加入者の所得、加入者数に料率を掛
け、平等割を加算することで世帯の保険料
額が決まります。

＜参考＞�
　加入者が２人でその総所得の合計が130万
円（市国保加入者の平均額）の世帯の場合、１
年間の保険料は176,350円となります。　
※＜参考＞の保険料は、130万円から33万円
（基礎控除）を控除した額で算定しています。
なお、介護分は含んでいません。

平成25年度保険料率 医療分 ＊1 支援分 ＊2 介護分 ＊3

所得割額 7.00％ 2.50％ 1.90％

均等割額 22,100円 7,700円 8,800円

平等割額 18,500円 6,100円 5,000円

賦課限度額 510,000円 140,000円 120,000円

＊１医療分…�医療給付費（医療に係る費用の７割相当分）に充てるためのもので、被保険者の皆さん
に負担していただきます。� �

＊２支援分…�後期高齢者（75歳以上の人）の医療費の一部を支援するもので、被保険者の皆さんに負
担していただきます。� �

＊３介護分…�介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上64歳までの人（介護保険の第
２号被保険者）に負担していただきます。

平成25年度
保険料率

保険料
（C）

医療費総額

一部負担金
（A）

国・県補助金
（B）
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